
 平成３１年 ２ 月１８日提出   

 

   市道の認定について 

 

 市道を次のように認定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

議案番号 路 線 名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

議第 ６９ 号 
楡木３丁目 

 第１２号線 

北区楡木３丁目１４２３番６ 地先 
 

北区楡木３丁目１４１７番１４ 地先 

議第 ７０ 号 

清水新地４丁

目 

第３号線 

北区清水新地４丁目７７７番４ 地先 
 

北区清水新地４丁目７７５番１０ 地先 

議第 ７１ 号 
若葉６丁目 

 第１２号線 

東区若葉６丁目１２７番４ 地先 
 

東区若葉６丁目１１３番９ 地先 

議第 ７２ 号 
下江津５丁目 

 第６号線 

東区下江津５丁目１４３番１ 地先 
 

東区下江津５丁目１４３番１７ 地先 

議第 ７３ 号 
薄場２丁目 

 第４号線 

南区薄場２丁目６６０番２１ 地先 
 

南区薄場２丁目６６０番３５ 地先 

議第 ７４ 号 
小島３丁目 

 第３号線 

西区小島３丁目１７２１番８ 地先 
 

西区小島３丁目１７２１番５ 地先 

議第 ７５ 号 
八反田２丁目 

 第６号線 

東区八反田２丁目３４７６番１３ 地先 
 

東区八反田２丁目３４７６番７ 地先 

議第 ７６ 号 
戸島西３丁目 

 第５号線 

東区戸島西３丁目３４５６番６４ 地先 
 

東区戸島西３丁目３４５６番４８ 地先 

議第 ７７ 号 
戸島西３丁目 

 第６号線 

東区戸島西３丁目３４５６番６０ 地先 
 

東区戸島西３丁目３４５６番２９ 地先 

議第 ７８ 号 
戸島西３丁目 

 第７号線 

東区戸島西３丁目３４５６番５７ 地先 
 

東区戸島西３丁目３４５６番４０ 地先 
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議案番号 路 線 名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

議第 ７９ 号 
戸島西４丁目 

 第１３号線 

東区戸島西４丁目３３８８番５ 地先 
 

東区戸島西４丁目３２０９番１４ 地先 

議第 ８０ 号 
戸島西７丁目 

 第９号線 

東区戸島西７丁目２７９５番３ 地先 
 

東区戸島西７丁目２７９５番８ 地先 

議第 ８１ 号 
鶴羽田４丁目 

 第１号線 

北区鶴羽田４丁目１１６７番５ 地先 
 

北区鶴羽田４丁目１１９７番５ 地先 

議第 ８２ 号 
舞原 

 第４１号線 

南区城南町舞原２７番８ 地先 
 

南区城南町舞原２７番１６ 地先 

議第 ８３ 号 
投刀塚 

 第２号線 

北区植木町投刀塚２３番６ 地先 
 

北区植木町投刀塚２３番９ 地先 

議第 ８４ 号 
出仲間６丁目 

 第５号線 

南区出仲間６丁目８６４番２ 地先 
 

南区出仲間６丁目８６６番２ 地先 

議第 ８５ 号 
長嶺東１丁目 

 第４号線 

東区長嶺東１丁目２７７７番 地先 
 

東区長嶺東１丁目２７９３番１ 地先 

議第 ８６ 号 
神園２丁目 

第２号線 

東区神園２丁目２７１番 地先 
 

東区神園２丁目２４５番２ 地先 

議第 ８７ 号 
阿高 

 第９号線 

南区城南町阿高９２７番３ 地先 
 

南区城南町阿高９２８番５ 地先 

 

（提出理由） 

  次の事由に伴う市道認定について、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

  (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３９条の規定に基づく管理帰属

(2) 地元要望 
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